
第5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和6年度実施施策） 

第4章 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち 基本施策21 水辺環境の整備・活用 主担当課 環境政策課 責任者 秋田 伸裕 

施策がめざす

将来の姿 

●市民との協働により、多様な生き物が生息しやすい水辺環境が守られています。 

●環境学習等を通じて多くの市民が自然のすばらしさを理解し、自然を身近に感じています。 

●市民の誇りである五条川の美しい桜並木が保全されています。 

＜現状と目標値＞

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

五条川などの水辺に親しみを感じる市

民の割合 73.5％

（R2） - 72.8％ - 69.7% 75.0％ 80.0％

コロナ明けの日常において、身

近な自然環境から離れた生活

を過ごす人が増えたことも減

少の要因として考えられる。 

市民アンケート 

日常的に五条川沿いでウォーキングや

ジョギング等を行っている市民の割合
31.7％

（R2） - 36.6％ - 30.8% 35.0％ 38.0％

コロナ禍による外出自粛の影

響で一時的に増加したが、その

後、コロナ禍以前の水準に戻っ

た。また、猛暑日が増えている

ことも一因と考えられる。 

市民アンケート 

単位施策：（１）水辺環境の創造・保全 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

生物多様性に関する環境学習や環境イベ

ントの開催数【再掲】 9 回 ５回 14回 １６回 1８回 11 回 13 回 

他市や他団体と連携したイベ

ントもあり、開催数が増加し

た。【Ⅰ】 

岩倉の水辺を守る会開催の

イベントや自然生態園での

イベント等 

指標生物に基づく水質階級 

Ⅲ - - Ⅱ - Ⅲ Ⅱ 

流域モニタリング調査では、指

標となる生物が見つからず、水

質階級の判定はできなかった

ものの、ＢＯＤ値は環境基準を

大きく下回っており、概ね良好

と考える。【Ⅱ】 

五条川小学校の水生生物調

査（年 1回）、市民と行う流

域モニタリング調査（随時）

に基づく水質階級 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①自然と共生した河川の整備  ①五条川右岸の竹林公園から大市場橋間の県

が行う親水性護岸工事について、令和５年度か

ら工事を実施している。 

【主要施策なし】 

①現在、県が実施している五条川右岸の

親水性護岸整備工事及び堤防道路整備

工事については、工期が長期間にわたる

ことから、引き続き近隣住民に対し十分

に配慮しながら県と連絡調整を行って

いく必要がある。また、河川区域内への

内容 五条川等の自然環境を保全し、市民が親しみやすい水辺環境の整備を推進するために、五

条川自然再生整備等基本計画に基づく、自然環境と調和した護岸整備などの多自然川づくり

を県に要望し、自然と共生した川づくりを市民とともに推進します。 

個別施策：②身近な生物多様性の保全【「総合的な環境政策の推進」の再掲】  

内容 生物多様性の保全を推進するために、市民や事業者、市民団体などの地域の多様な主体と



ともに、水辺を中心とした生き物の生息空間の創造・保全の取組を行うことにより、生物多様

性への意識を高め、人と自然が共生する生態系ネットワークを形成します。 

子どもをはじめとした市民が身近に自然とふれあう場として、自然生態園における生き物

の生息調査や生態系保全などの取組を推進します。また、外来生物の問題に対する認識を深

めるため、地域の多様な主体との協働による市内全域の生き物の生息調査や外来種駆除など

を実施します。 

②23-（３）-①を参照 

③23-（３）-②を参照 

④アダプトプログラムに登録している個人・団

体によって、定期的に清掃活動を実施した。 

 流域モニタリング調査やクリーンアップ五

条川を市民や市民団体とともに実施した。 

【主要施策Ｐ152,153】 

桜の新規植樹について、工法等の確認を

していく。 

 なお、五条川自然再生整備等基本計画

に基づき、今後も引き続き、市民が親し

みやすい水辺環境の整備を県に対して

要望していく必要がある。 

②23-（３）-①を参照 

③23-（３）-②を参照 

④アダプトプログラムやクリーンアッ

プ五条川などを実施する。また、流域の

小学校を中心に参加者を募り、市民団体

と協力し調査を継続する。 

【令和７年度の重点施策】④ 

個別施策：③環境学習等の推進【「総合的な環境政策の推進」の再掲】 

内容 市民一人ひとりが生態系保全の担い手となることができるように、環境関連の市民団体等

と連携を図りながら、自然生態園、五条川等を拠点とした水辺まつりなどの環境学習や環境イ

ベントなどのプログラムや情報提供を充実します。 

個別施策：④水質の浄化 【重点】

内容 生態系の保全や水辺環境の親水性を高めるため、市民や市民団体などと協働し、アダプト

プログラムの実施やクリーンアップ五条川などの清掃活動を実施するとともに、小学校におけ

る水生生物調査や市民とともに行う水質調査を実施します。 

主要事業 

◆五条川親水事業 

◆五条川水生生物調査 

◆自然生態園生き物生息調査 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（２）

Ｂ 
（Ⅱ）

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 

単位施策：（２）五条川河畔の環境整備 

単位施策の成果指標 現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

五条川の桜の保全本数 

1,369 本 1,353 本 １，３３６本 1,328 本 １，３１８本 1,280 本 1,200 本

ペースは緩やかではあるが、適

正な間隔を保ちながら、老朽化

したソメイヨシノの伐採及び

ジンダイアケボノへの植え替

えを行うことで、適正管理本数

に近づけていく。【Ⅱ】 

五条川の市内堤防沿いの桜

の本数（年度末） 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①五条川桜並木の保全 【重点】 ①市民活動団体である岩倉五条川桜並木保存

会や樹木医との協働により、桜への施肥、枯れ

枝・腐朽枝の剪定及び老朽化した桜の間引き伐

採等を実施した。また、ジンダイアケボノへの

植え替え（５本）や消毒を行ったほか、特定外

①引き続き、岩倉五条川桜並木保存会や

樹木医と協働して桜の保全・管理、ジン

ダイアケボノへの植え替えを行うとと

もに、市民の花木である「さくら」に対

する愛着醸成に繋がる事業を行ってい

内容 岩倉五条川桜並木保存会をはじめとした市民活動団体との協働により、桜並木の剪定や施

肥、過密状態にある場所の間引き伐採など、桜の長寿命化に向けた五条川桜並木の保全活動

を計画的に進めます。また、将来にわたる桜並木の保全に向けて、後継木の育成や桜の植え替

えを行います。 



来生物であるクビアカツヤカミキリの対策と

して、広報紙やホームページ、イベント内で標

本や写真などを用いて周知を図った。さらに

は、桜への愛着醸成のため、五条川「さくら」

ワークショップや“さくら”を守る活動の体験

会の開催、廃材の利活用などを通し将来にわた

る五条川桜並木の保全に向けた取組みを進め

た。 

【主要施策Ｐ160】 

②各休憩所の修繕を随時行い、五条川健幸ロー

ドを含む尾北自然歩道を適切に管理し、快適な

環境の維持を図った。 

尾北自然歩道上の岩倉新橋アンダーパスに

おいて、落書き防止及び景観改善のため児童館

の学童が描いた絵のパネルを掲示した。 

【主要施策Ｐ161】 

く。植え替えに対しては様々な意見があ

り、既存の桜の保全とのバランスを考慮

しながら進めることが求められている。

また、クビアカツヤカミキリの脅威が迫

っており、早期発見に向けて市民周知を

強化する必要がある。 

②引き続き、施設の適正な維持管理に努

めるとともに、五条川健幸ロードの南部

への延伸について関係課と連携して検

討していく。 

【令和７年度の重点施策】① 

個別施策：②五条川沿いの散策環境の充実 

内容 四季を通じて快適に尾北自然歩道、五条川健幸ロードを利用できるように休憩所、健康器

具、案内サイン等の施設を適切に管理するとともに、各施設等の充実を図ります。また、五条

川健幸ロードの延伸について検討します。 

主要事業 

◆五条川桜並木保全事業 

◆尾北自然歩道施設管理事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ｂ 
（Ⅱ）

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｂ８人 
・団体同士が連携して活動できるよう行政側でまとめることができるとよい。 



第5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和6年度実施施策） 

第4章 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち 基本施策22 緑と公園 主担当課 都市整備課 責任者 加藤 淳 

施策がめざす

将来の姿 

●暮らしの身近な場所に、市民の誰もが気軽に憩える公園や緑があります。 

●地域住民が自ら担い手となって、地域の公園が守り育てられています。 

＜現状と目標値＞

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

身近な公園・緑の多さに満足している

市民の割合 
78.5％

（Ｈ30） - - 81.7％ - 80.0％ 82.0％

調査は未実施であるが、大矢公

園調整池工事に伴う公園リニ

ューアルや、石仏公園の整備を

進めていることにより、指標の

数値の上昇が見込まれる。 

市民意向調査 

単位施策：（１）公園の整備・管理 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

公園等の整備・管理に満足している市民の

割合 75.7％

（Ｈ30）
- - 79.1％ - 78.0％ 80.0％

調査未実施だが、令和６年度か

ら石仏公園整備工事を実施し、

既存公園の適正管理に努める

ことで上昇を見込む。【Ⅰ】 

市民意向調査 

アダプトプログラムなどの清掃等が実施さ

れている公園数 

６園 ６園 6園 6園 6園 8園 10園 

現状維持で推移しているが、高

齢化等によりアダプトプログ

ラムへの登録者が年々減少す

る傾向にあり、公園数を増やし

ていくことが難しくなってい

る。【Ⅲ】 

年度末での実施公園数 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①公園の整備  【重点】 ①石仏公園について、令和６年度から公園整備

工事を実施している。 

【主要施策Ｐ214】 

②遊具のある都市公園 15 か所について、専門

業者による定期点検を年１回、日常点検を年３

回行い、また、職員による公園施設全体の週１

回の点検結果を基に補修を実施することによ

り、適正に管理できている。 

【主要施策Ｐ213】 

①令和９年度の供用開始に向け、引き続

き公園整備工事を実施する。

また、今後も計画的な公園の整備を検討

していく必要がある。

②公園内の既設の遊具・施設等を更新す

るだけでなく、各々の公園のニーズや特

性に則した市民参加による公園の魅力

アップを図ることが課題である。 

公園内の既設の遊具・施設全体をリニュ

ーアルするまでの間、引き続き、既存遊

内容 公園の持つ多様な機能を生かした生活環境を形成していくために、緑の基本計画に基づ

き、公園の確保と適正配置に努めます。 

個別施策：②既存公園の魅力化・長寿命化  

内容 地域性や自然環境などを生かして既存公園の魅力アップを図るため、施設等の更新の際に

は、公民連携により地域住民等のニーズを反映させるなど特色のある公園づくりを進めます。

また、遊具等の施設については、計画的な点検・補修を通じて安全性の確保と長寿命化を図り

ます。 

個別施策：③市民参加による公園の維持管理 



内容 身近な公園に対する地域住民の愛着を育むために、地元行政区に植栽や公園施設の維持管

理業務を委託するとともに、市民やボランティア団体などの参加と協力により清掃等が行わ

れる公園を拡充するなど、地域単位での主体的な公園の維持管理を推進します。 ③アダプトプログラムとして清掃が実施され

ている公園数及びアダプトプログラム参加団

体数の維持に努め、市民参加による清掃等によ

り維持管理がされている。 

大矢公園において、雨水調整池設置工事による

公園の復旧工事と共に、平成９年に市民協働に

より制作されたシンボルモニュメントの更新

について、岩倉ボランティアサークルや児童館

と協議して工事を実施することができた。 

【主要施策Ｐ213】 

具の点検を計画的に行うとともに補修

を実施することに重点を置いていく。 

③公園清掃・管理にアダプトプログラム

等で参加している団体は、行政区等が多

く、高齢化等の問題があり、引き続き多

世代で参加・協力しやすい方法について

検討していく。 

【令和７年度の重点施策】①主要事業 

◆石仏公園整備事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（２）

Ｂ 
（Ⅱ）

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｂ８人 
・一人当たり都市公園面積を県下平均並みまで引き上げることは現実的ではない。岩倉の特長を生かし
た緑の基本計画を検討してほしい。 

単位施策：（２）緑の保全・育成 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

保護樹の数 

84本 ８７本 ８８本 88本 ９５本 85本 86本 

令和６年４月号の広報に保護

樹等の特集を組んだことによ

り、新規申請が 10 件あり、その

内９件指定した。【Ⅰ】 

年度末指定本数 

保護樹林の数 

９か所 ８か所 ８か所 8か所 8か所 ９か所 ９か所 

保護樹林については、要件を一

部緩和するなど新規指定に向

けて取り組んでいるが指定ま

でには至ってなく、継続して取

り組んでいく必要である。【Ⅳ】 

年度末指定か所数 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①公共施設の緑化推進  ①公共施設へカワヅザクラ等を植栽し、緑化の

推進に努めた。 

【主要施策Ｐ205】 

②保護樹等の所有者が剪定する際の補助を行

い、身近な民有地の緑の保護、保全に努めた。

また、民有地の緑地２件合計約 890 ㎡に対し、

緑化推進の補助を行い、緑化の創出に努めた。

【主要施策Ｐ205,206】

①公共施設の改修等により、緑を減らす

場合については、補植などの代替措置を

全庁的に求めるとともに、公共施設の緑

化に努めていく。 

②老朽化による倒木の恐れや樹勢の衰

退による保護樹の解除の相談が増加し

ている。解除の件数を減らすため剪定や

治療に対する補助制度を活用してもら

うととともに、より多くの保護樹等の登

録をめざし、ホームページに加え市内の

他小学校に対して引き続き身近な緑の

内容 新たな緑を育成していくため、公共施設敷地内のオープンスペースにおける植栽や花のあ

るまちづくり事業により、公共施設の緑化を推進します。 

個別施策：②民有地の緑の保全 【重点】

内容 地域で親しまれて大切にされている大木や古木などの身近な緑を守るため、保護樹・保護

樹林の指定制度を活用して社寺境内の樹木や樹林など民有地の緑を保全します。また、うる

おいとゆとりのある生活と地球温暖化防止などのため、民有地における緑化を支援します。 

主要事業 
◆公共緑化事業 

庁内評価 （２）



◆保護樹林等指定事業 

◆花のあるまちづくり事業 

上段：取組内容 

下段：成果指標 （Ⅱ） Ｂ 
大切を伝えていく。 

【令和７年度の重点施策】② 

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｂ８人 
・緑の保全・育成を目的とした単位施策の成果指標が保護樹と保護樹林の数のみでは評価しづらいため、
それを補完する取組内容の記載をしてほしい。 



第5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和6年度実施施策） 

第4章 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち 基本施策2３ 総合的な環境政策の推進 主担当課 環境政策課 責任者 秋田 伸裕 

施策がめざす

将来の姿 

●市民・事業者・行政それぞれが、地球環境に配慮した活動に取り組んでいます。 

●多様な生き物の生息環境が守られ、多くの市民が身近な自然に親しんでいます。 

●公害のない環境が保全され、快適で安全なまちになっています。 

●市民一人ひとりが環境美化活動に取り組み、清潔で美しいまちになっています。 

＜現状と目標値＞

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

地球環境のための取組をしている人の

割合 
95.5％

（Ｈ30） - 97.9％ - 97.8% 96.5％ 97.5％

地球温暖化対策、自然との共

生、身の回りの環境美化など、

日頃の心がけで取組めること

は、ほとんどの市民が取り組ん

でいると考える。 

市民意向調査、市民アンケー

ト 

公害（騒音・振動・水質汚濁等）の防止

対策に満足している市民の割合 77.9％

（Ｈ30） - - 79.9% - 78.0％ 80.0％

調査未実施だが、騒音・振動等

に対する苦情件数は減少傾向

にあるため、満足度は上昇した

と考える。 

市民意向調査 

単位施策：（１）総合的な環境政策の推進 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

環境基本計画における事業の評価平均点

（５点満点） 

3.9 点 4.0 点 4.1 点 4.2 点 4.2 点 4.2 点 4.5 点 

小数点以下を含め、着実に実績

値が上昇している。 

環境基本計画の各事業につい

て、担当課において自己評価を

しており、令和５年度同様、す

べての事業が３点以上の評価

点がつけられていることから、

事業が確実に進行していると

考えられる。【Ⅰ】 

環境基本計画における事業

の評価平均点 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①総合的な環境政策の計画的な推進  【重点】 ①市民や事業者、団体などと連携し、計画にあ

るそれぞれの施策を実施したことで、環境負荷

が少なく、自然との共生が意識された持続可能

な社会に向けて意識高揚や行動促進を図るこ

とができた。 

①環境政策の推進には、一人ひとりの行

動変容が重要であり、マルチパートナー

シップのもと、環境基本計画の各種施策

について推進していく。 

内容 地域における地球環境保全の施策を具体化する行動計画として、第２次環境基本計画を踏

まえ、環境学習や環境イベントを通じて市民に環境負荷をかけない生活の重要性について伝

え、持続可能な社会を構築する一員として意識高揚を図ります。 



個別施策：②環境施策の推進体制の強化  【主要施策なし】 

②担当職員が県や他団体の主催する研修等に

参加するとともに、県が実施する「サーキュラ

ーエコノミー推進プロジェクト」に参画するこ

とで、専門知識の習得や自治体、企業との関係

性を構築することができた。 

令和５年度に立ち上げた庁内職員によるゼ

ロカーボンシティ推進プロジェクトチームに

おいて、各種事業を検討・実施し、推進体制を

充実させることができた。 

また、民間企業との「川井野寄工業団地内に

おける環境保全協定」や「ゼロカーボンシティ

の実現に向けた取組みに関する連携協定」の締

結により、環境施策の推進に向けて連携強化を

図ることができた。 

【主要施策Ｐ151～152、155～158】 

②職員研修の実施及び担当職員の専門

知識の習得を進めていく。 

 引き続き、ゼロカーボンシティ推進プ

ロジェクトチームを中心に、地球温暖化

対策に関する施策を展開するとともに、

民間企業や団体など関係機関との連携

強化に努める。 

【令和７年度の重点施策】① 

内容 地域における環境保全活動・地球温暖化防止活動の普及・啓発を進めながら、環境施策の

着実な推進を図るために、環境分野に関する専門知識を有する職員の育成に努めるととも

に、関係部署による計画推進組織の充実や関係機関との連携を強化します。 

主要事業 

◆環境基本計画策定事業（地球温暖化対

策実行計画・区域施策編を含む） 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ａ 
（Ⅰ）

市民評価 Ａ 市民評価 

判断理由・コメント
・評価委員のうち Ａ８人 
・コメントなし 

単位施策：（２）低炭素社会の推進  

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

公共施設・事業所における緑のカーテン設

置か所数 
30か所 33か所 ３９か所 43か所 38か所 40か所 45か所

新たに取り組む事業所はある

ものの、設置環境などを考慮

し、公共施設の設置か所を見直

した結果、減少した。【Ⅱ】 

市役所をはじめとした市の

公共施設（小中学校含む）及

び市と協働して設置する事

業所の年度末設置箇所数 

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金

の補助件数 

53件 ６６件 54件 5５件 65件 60件 65件 

令和６年度から愛知県の蓄電

池補助の拡充に併せ、本市も加

算したことに伴い、蓄電池導入

の補助件数が増加した。【Ⅰ】 

家庭用エネルギー管理シス

テム、定置用リチウムイオ

ン電池等の単独補助及び一

体的導入（複数の機器の組

み合わせで補助金交付要綱

に定めたもの）の年間補助

件数 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①地球温暖化対策の推進 【重点】 ①策定した事務事業編をもとに、市役所をはじ

め小中学校や保健センターなど 19 公共施設の

照明設備をＬＥＤ照明に更新、アデリア総合体

育文化センターを始め 13 公共施設をグリーン

電力への切り替え、民間企業の協力のもと公共

①市民や事業者の自主的な行動は限定

的であるため、市全体として取組みが進

むよう継続的な促しが必要。 

市としては、策定した事務事業編をも

とに率先した取組みを進めるとともに、

内容 第４次地球温暖化対策実行計画・事務事業編を策定し、市の率先行動を一層推進します。ま

た、地球温暖化対策実行計画・区域施策編を策定し、地球温暖化対策の重要性を市民や事業

者にわかりやすく伝え、地域における自主的な行動を促します。 



個別施策：②環境にやさしいライフスタイルの促進 施設屋外駐車場にＥＶ充電設備を設置するな

どの取組みを行った。 

 また、ゼロカーボンシティ推進プロジェクト

チームを中心に、市民連携の取組としては、ゼ

ロカーボンチャレンジ事業、ゼロカーボン川柳

やショートムービーコンテストの実施、事業者

連携の取組としては、いわくらゼロカーボン事

業者認証制度（７社認証）、事業者向け懇話会の

開催、他市町連携の取組としては、友好交流都

市である大野市と連携し、夏には水力発電施設

の見学、秋にはバイオマス発電施設の見学や桜

の植樹などを行うゼロカーボン学習バスツア

ーを実施した。 

 さらには、ＮＰＯ法人いわくら観光振興会に

よる撮影や映像編集の協力のもと、職員が出演

し制作した、ゼロカーボン推進動画「ゼロカー

ボンのすゝめ ～市役所・事業所編～」の公開

や各種イベントでの啓発活動などを通し、地球

温暖化対策の重要性や自主的な行動を促すこ

とにつながった。 

【主要施策Ｐ155,156,158】 

②住宅用地球温暖化対策設備や次世代自動車

（ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ）の購入補助を行った。

小学校２校で、４年生を対象に緑のカーテン

教室を実施するとともに、事業所や公共施設の

協力を得て、緑のカーテンを設置した。 

 また、民間企業の講師派遣制度を活用し、親

子で学ぶ省エネ講座の開催や、いわくら市民ふ

れ愛まつり会場内でソーラートレインの体験

コーナー設置、愛知県の協力を得て、同イベン

トでＦＣＶの展示を行ったほか、生涯学習講座

の一環として、南極からみた地球温暖化をテー

マとした市民講座を実施したことで、地球温暖

化対策の重要性について周知を図ることがで

きた。 

【主要施策Ｐ155～158、194】 

区域施策編については、引き続き、ゼロ

カーボンシティ推進プロジェクトチー

ムを中心として、市民や事業者、他市町

と連携した施策を展開していく。 

②住宅用地球温暖化対策設備や次世代

自動車の購入補助を継続して実施する。

また、事業所や公共施設への緑のカーテ

ンの設置、講座やイベントなどを通し、

市民や事業者が地球温暖化について考

える機会を創出する。 

【令和７年度の重点施策】① 

内容 家庭や地域において環境に配慮したライフスタイルの普及・啓発を図るために、地球温暖化

対策に有効な家庭などでの取組を紹介するとともに、住宅用地球温暖化対策設備設置費の補

助などを行います。緑のカーテン事業を市民の自宅や事業所、公共施設で実施し、エアコンの

使用における温室効果ガス削減に努めるとともに、市民や地域の事業所に向けて地球温暖化

対策の重要性について周知します。 

主要事業 

◆地球温暖化対策推進事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ｂ 
（Ⅱ）

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 



単位施策：（３）自然共生と生物多様性の保全 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

生物多様性に関する環境学習や環境イベ

ントの開催数 9回 5回 １４回 1６回 1８回 11 回 13 回 

他市や他団体と連携したイベ

ントもあり、開催数が増加し

た。【Ⅰ】 

岩倉の水辺を守る会開催の

イベントや自然生態園での

イベント等 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①身近な生物多様性の保全 【重点】 ①市民団体や事業所と協力し、外来種であるア

カミミガメやオオキンケイギクの駆除などを

実施した。令和６年度はさらなる周知に向け

て、オオキンケイギクバスターズ養成講座を初

めて開催した。 

 岩倉ナチュラリストクラブによる生き物生

息調査（自然生態園・川井野寄工業団地調整池）

を始め、市民参加により流域モニタリング調査

の実施、その中で水生生物の調査も行った。 

 令和５年度に引き続き、尾張西部生態系ネッ

トワーク協議会との協働により、川井野寄工業

団地調整池周辺で在来野草を増やす取組とし

て環境学習会を実施した。

これらの事業を通して、市民や事業者、市民

団体などに生物多様性を周知することができ

た。 

【主要施策Ｐ153、159】 

②自然生態園のイベントでは、岩倉ナチュラリ

ストクラブや日本野鳥の会愛知県支部等と協

働し、ＳＤＧｓクイズラリーやバードウォッチ

ング等を実施した。 

また、岩倉の水辺を守る会による、水辺まつ

りや親子魚釣り教室の開催などに加え、友好交

流都市である福井県大野市や国土交通省と連

携して、夏のゼロカーボン学習バスツアーの一

環として、市民参加型の水生生物調査を実施

し、環境学習の機会創出を図ることができた。

【主要施策Ｐ153、154～155、155～158】 

①引き続き、各種取組を継続し、生物多

様性への意識を高めるとともに、保全に

努めていく。 

②引き続き、友好交流都市や市民団体等

とともに自然生態園や五条川での環境

学習、環境イベントを実施していく。 

【令和７年度の重点施策】① 

内容 生物多様性の保全を推進するために、市民や事業者、市民団体などの地域の多様な主体と

ともに、水辺を中心とした生き物の生息空間の創造・保全の取組を行うことにより、生物多様

性への意識を高め、人と自然が共生する生態系ネットワークを形成します。 

子どもをはじめとした市民が身近に自然とふれあう場として、自然生態園における生き物

の生息調査や生態系保全などの取組を推進します。また、外来生物の問題に対する認識を深

めるため、地域の多様な主体との協働による市内全域の生き物の生息調査や外来種駆除など

を実施します。 

個別施策：②環境学習等の推進 

内容 市民一人ひとりが生態系保全の担い手となることができるように、環境関連の市民団体等

と連携を図りながら、自然生態園、五条川等を拠点とした水辺まつりなどの環境学習や環境イ

ベントなどのプログラムや情報提供を充実します。 

主要事業 

◆五条川親水事業 

◆自然生態園生き物生息調査 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ａ 
（Ⅰ）

市民評価 Ａ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ａ８人 
・外来種の駆除活動を実施している市民の人が、駆除活動を実施中であることがわかるように、目印な
どを用意してほしい。 



単位施策：（4）生活環境の保全・向上 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

五条川待合橋地点のＢＯＤ値 

1.4ｍｇ/ℓ 1.9ｍｇ/ℓ 1.9ｍｇ/ℓ 1.2ｍｇ/ℓ 1.3ｍｇ/ℓ 1.2ｍｇ/ℓ 1.2ｍｇ/ℓ

生活環境の保全に関する環境

基準（Ｄ類型指定）については、

ＢＯＤは８.０ｍｇ/ℓ以下であ

るので、概ね良好な数値であ

る。【Ⅱ】 

毎年 6 月の測定値 

環境美化活動に取り組んでいる人数 

7,555人 １５９人 7,226人 7,638人 7,596人 8,500人 9,000人

コロナ禍により一時的に減少

したが、以前の水準に戻りつつ

ある。【Ⅱ】 

クリーンチェックいわく

ら・アダプトの日の一斉清

掃・水生生物調査等 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①総合的な公害対策の推進 ①光化学スモッグ警報等の発令時の対応につ

いて、施設担当課及び施設に周知した。警報等

の発令実績はなかったが、速やかに市民周知で

きる体制を整えた。 

五条川の水質・流量などの調査や自動車騒

音・振動等の測定を実施し、結果をホームペー

ジで公表しており、結果は環境基準等を満たし

ていた。 

【主要施策Ｐ162】 

②アダプトプログラムに登録している個人・団

体によって、定期的に地域の清掃活動を実施し

た。 

広報紙やホームページにおいて、ポイ捨てや

ふん公害などまちの美化への協力周知や、路上

喫煙の禁止区域での職員の巡回指導を行った

ほか、猫や犬のふん害に対し、適宜苦情対応、

犬用の啓発看板の貸し出しなどを実施した。 

また、クリーンチェックいわくらに加え、

令和６年度はレクリエーション要素を取り入

れた多世代参加型クリーンアッププロジェク

ト「スポＧＯＭＩ」を初めて開催し、市民参

加による環境美化の意識を高めることができ

た。 

【主要施策Ｐ152、165～166】 

③17-（２）-①参照 

①環境汚染や公害の実態監視を継続し

て実施する。 

②アダプトプログラムやクリーンチェ

ックいわくらの活動への参加を、引き続

き呼びかけていく。また、環境美化の活

動については、新たなクリーンアッププ

ロジェクトについて検討する。 

③17-（２）-①参照 

【令和７年度の重点施策】② 

内容 大気汚染や水質汚濁、自動車騒音・振動等の測定調査により環境汚染や公害の実態監視を

強化します。また、県と連携を図りながら法令等に基づき迅速に指導を行うなど発生源への防

止対策を強化し、地域の生活環境の保全を総合的に推進します。 

個別施策：②市民参加による環境美化の推進 【重点】

内容 多くの市民が環境美化に取り組み、市民自らが清潔で美しいまちづくりの担い手となるよ

う、地域や事業所などにアダプトプログラムやクリーンチェックいわくらなどへ参加を呼びか

けるとともに、路上喫煙をはじめとするたばこや空き缶等のポイ捨てやふん公害対策など美

化活動への意識啓発を行います。 

個別施策：③公共下水道の整備と維持管理の推進【「上下水道」の再掲】

内容 下水道普及率の向上をめざして、五条川右岸公共下水道事業の計画的な整備を図り、公共

下水道整備区域の拡大に努めるとともに、下水道管の点検や清掃、補修整備などの計画的な

維持管理を行い、施設の機能維持に努めます。 

主要事業 

◆公害対策推進事業 

◆アダプトプログラム事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（２）

Ｂ 
（Ⅱ）

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント
・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 



第5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和３～6年度実施施策） 

第4章 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち 基本施策24 廃棄物・リサイクル 主担当課 環境政策課 責任者 秋田 伸裕 

施策がめざす

将来の姿 
●市民や事業者、行政が協働して３Ｒの取組を推進し、循環型社会が構築されています。 

＜現状と目標値＞

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

市民１人当たりのごみ排出量 

448ｇ/

日  446ｇ/日 435ｇ/日 416ｇ/日 403ｇ/日 436ｇ/日
425ｇ/

日 

コロナ禍の影響で一時的にご

みの排出量が増加していたが、

市民のごみ減量の意識の高さ

もあり、コロナ禍以前より減少

したと考えられる。 

（「燃やすごみ」と「破砕ご

み」の年間収集量）÷年度末

総人口÷365 日 

ごみの減量・リサイクルに取り組んでい

る市民の割合 
71.5％

（R2） - 74.2％ - - 75.0％ 78.0％

調査未実施だが、昭和 50 年代

からの分別収集の実施や、環境

フェア等のイベントを開催す

ることで、市民にごみ減量・資

源分別の意識が根付き、増加傾

向にあると考える。 

市民アンケート、環境に関

する市民アンケート調査 

単位施策：（１）ごみの減量化・資源化 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

ごみの資源化率（公共収集分のみ） 

22.3％ 21.4％ 20.6％ 19.9％ 19.5％ 23.7％ 23.8％

コロナ禍の影響により低下し、

それが回復していないことも

あるが、ごみの排出量自体が減

っていることや、紙媒体の減

少、容器類の簡素化・軽量化に

加え、民間での資源回収が影響

していると考えられ、今年度に

おいても資源率の低下傾向が

続いている。【Ⅳ】 

年間の（収集資源物量+集団

回収量）÷（収集ごみ量+収

集資源物量+集団回収量） 

レジ袋辞退率 

87.8％  89.6％ ８９．6％ 89.1％ 89.3％ 90.0％ 91.0％ 

令和２年７月からの全国一律

でレジ袋の有料化により 90％

程度の高い水準で維持してい

る。【Ⅱ】 

年間の（100％－（有料レジ

袋販売客数÷レジ通過客

数）） 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①３Ｒの推進と情報発信 【重点】 ①広報紙、ホームページ、パンフレット、ごみ

分別アプリ等を通じてごみに関する情報発信

①引き続きごみの減量化・資源化に向け

て周知を行う。 内容 広報紙やホームページ、ごみ分別アプリなどを通じてごみに関する情報発信や意識啓発を



充実するとともに、市民へのごみ分別ルールの周知・徹底や新たな分別品目の検討を行い、加

えて資源の集団回収など市民の自主的なごみの資源化を支援することなどによって 3R を推

進し、ごみの減量化・資源化を一層推進します。 

や意識啓発を行った。 

 誰もが気軽に参加できるレクリエーション

要素を取り入れた多世代参加型のクリーンア

ッププロジェクトとして、「スポＧＯＭＩ」を

開催することによって、市民の意識啓発を行う

ことができた。 

 親子ごみ探検教室を実施し、ごみ焼却場など

で、ごみがどのように処理されるかを学ぶこと

ができた。 

 プラスチック製品の資源化を令和７年度か

ら始めるため、国の認定を取得するとともに、

区長会や環境委員会などで説明し、広報紙での

特集やチラシの配布、集積場所で掲示する看板

の作成、配布を行うことにより、一定市民に周

知することができた。 

また、外国人住民への周知として、集積場所

への看板掲示に英語とポルトガル語の表記を

入れた。 

外国語（英語、ポルトガル語）に対応してい

るごみ分別アプリ「さんあ～る」を周知するた

め、転入時にアプリのチラシを配布した。

 資源ごみを回収する団体に助成金を交付す

ることにより、ごみの再資源化を促すことがで

きた。 

 事業者とリユース事業に関する協定を結び、

不要品の買取マッチングフォーム「おいくら」

を活用し、不要品を捨てずに再利用する仕組み

を構築したことにより、廃棄物の削減と循環型

社会の形成に寄与することができた。 

 いわくら市民ふれ愛まつりの環境フェアに

おいて、ふれ愛フリーマーケットを開催し、家

庭での不用品の再利用に寄与した。  

【主要施策Ｐ164～166、168】 

②広報紙等によるマイバッグ利用の啓発を行

い、令和２年７月からの全国一斉レジ袋有料化

も相まって辞退率が 90％前後と全国平均と比

べて高い水準にある。 

 対象事業者から廃棄物減量計画書が提出さ

れ、廃棄物の減量化に取り組んでいることが確

認できた。 

【主要施策Ｐ165】 

③令和４年度より日曜資源回収（防災公園）の

交通誘導を委託していることで、スムーズに実

施できた。環境フェアを開催し、リサイクル品

の展示・販売の実施ができた。 

 また、北名古屋市と合同で、南部地域

の五条川を中心に競技形式の新たなク

リーンアッププロジェクトの実施して

いく。 

プラスチック製品の資源化及びそれ

に伴う収集日の変更などを、引き続きあ

らゆる機会を捉えて周知していく。 

②レジ袋辞退率が高い水準にあり、今後

もこの水準を維持していく。 

③引き続き日曜資源回収の実施とリサ

イクル品展示販売を継続していく。 

個別施策：②事業所におけるごみの減量化・資源化  

内容 事業系ごみの減量化・資源化のために、廃棄物減量計画書の作成、国の進める施策に合わ

せたレジ袋有料化の推進、資源となるものの自主回収などについて事業所に働きかけます。 

個別施策：③リサイクル拠点の充実 

内容 行政区における分別収集に加え、日曜資源回収や ｅ-ライフプラザを実施して市民の資源排

出機会を増やしていますが、安定した実施と利便性向上のために利用者の偏りを減らし、場所

や開設時間等について調査研究します。また、市民が集まるイベントなどにおいてリサイクル

品の提供の呼びかけや展示・販売を実施します。 

個別施策：④生ごみ等の減量化・資源化 

内容 家庭から出される生ごみを減らし、資源として活用する生ごみ処理機の普及を促進すると

ともに、生ごみや剪定枝、落ち葉の資源化・堆肥化の調査・研究を進めます。また、手付かずの

食品や食べ残しといった食品ロスの削減に向けた施策として、市民への周知啓発やフードドラ

イブの実施、市内飲食店への働きかけ等を進めます。 

個別施策：⑤市民団体との連携・支援 

内容 地域ぐるみでごみの減量化・資源化を進めるために、3R活動などの環境関連の活動に取り

組む市民団体との連携を図るとともに、こうした市民活動が充実するように、組織づくりや自

主的な活動を支援します。 

主要事業 

◆分別収集（日曜資源回収、ｅ-ライフプラ

ザ含む） 

◆食品ロス削減 

◆環境フェア 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（２）

Ｂ 
(Ⅱ)



【主要施策Ｐ165】 

④１月にフードドライブを実施し、提供された

食品をＮＰＯ法人などに寄付し、食品ロスの削

減に寄与した。 

 生ごみ処理機の購入補助では 10 台の申請が

あり補助金の交付をした。 

 令和７年度から実施予定のダンボールコン

ポスト事業のため、市民団体及び給食センター

と打ち合わせを行い、材料の提供を受けること

に目途がついた。 

【主要施策Ｐ165】 

⑤３Ｒ活動に取り組む市民団体との連携活動

として環境フェア及びクリーンチェックいわ

くらを実施し、地域ぐるみでのごみの減量化・

資源化の意識醸成に寄与した。 

【主要施策Ｐ165】 

④引き続きフードドライブ、生ごみ処理

機の購入補助に加え、ダンボールコンポ

スト事業を実施していく。また、岩倉市

飲食環衛組合と協働で食品ロス削減に

向けた事業を検討していく。 

⑤引き続き、市民団体活動の支援に努め

る。 

【令和７年度の重点施策】① 

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント
・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 

単位施策：（２）廃棄物の適正処理 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

不法投棄件数 

４件 ４件 ４件 ４件 4件 ４件以下 ４件以下

業者によるものと思われるよ

うな大量の不法投棄は認めら

れなかった。【Ⅰ】 

年間実績件数 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①廃棄物不法投棄対策 ①不法投棄防犯カメラ等の設置により不法投

棄の抑制に努めるとともに警察、地域との連携

を図りながら警告シール、警告看板等による周

知啓発に努めた。強化期間として不法投棄監視

ウィークにパトロールの強化、不法投棄された

廃棄物の回収を行った。また、県職員及び地域

環境保全委員と不法投棄がされやすい場所の

合同監視を行った。 

【主要施策Ｐ165】 

②ルール違反ごみの警告シール貼りによる周

知や地域との協力のもと看板の設置、チラシ配

布や回覧板等による周知を実施した。 

行政区に対してカラス対策として効果の高い

①行政区、警察等とも情報共有し、看板

の設置、警告シールを貼付する他、不法

投棄防犯カメラなどを活用するなど、不

法投棄抑制をしていく。 

②ごみ集積場所の整備に係る容器購入

費及び材料費に対しての補助をしてい

く。また、集積場所を手作りでボックス

化した好事例があったので、他の行政区

内容 警察や県等の関係機関や地域との連携を図りながら、警告看板や警告シール、移動式不法

投棄防犯カメラの活用、パトロール等により不法投棄の未然防止を図ります。 

個別施策：②集積場所の適正な管理 【重点】

内容 行政区と連携しながら、集積場所のごみ出しルール遵守を市民に周知・徹底し、混合排出、

日時を無視した排出などの減少を図るとともに、防鳥ネットの設置とあわせることによってカ

ラス被害の防止も図ります。また、集積場所の改善・見直しについて必要に応じて検討します。

個別施策：③ごみ処理施設の管理運営

内容 小牧岩倉衛生組合ごみ処理施設の適切な管理運営及び計画的な施設・設備の更新・整備を

行います。 



個別施策：④し尿処理施設の管理運営 ごみ収集容器の購入費に加え、集積場所整備に

係る材料費にも補助を行った。10 区 14 基、44

か所の申請があった。ごみ収集容器等を設置し

たごみ集積場所では、カラスの被害は無くなっ

た。 

【主要施策Ｐ165】 

③一部事務組合において、小牧岩倉衛生組合ご

み処理施設の適正な管理運営を行った。 

【主要施策Ｐ169】 

④一部事務組合において、愛北クリーンセンタ

ー（し尿処理施設）の適正な管理運営を行った。

【主要施策Ｐ163】 

に紹介し、ボックス化を促していく。 

③引き続き、一部事務組合において、適

正に管理運営していく。 

④引き続き、一部事務組合において、適

正に管理運営していく。 

【令和７年度の重点施策】② 

内容 愛北広域事務組合し尿処理施設の適切な管理及び施設・設備の計画的な更新・整備を行い

ます。 

主要事業 

◆小牧岩倉衛生組合負担金 

◆愛北広域事務組合負担金 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（2）

Ｂ 
(Ⅰ)

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント
・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 



第5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和6年度実施施策） 

第4章 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち 基本施策25 防災・浸水対策 主担当課 協働安全課 責任者 竹井 鉄次 

施策がめざす

将来の姿 

●行政の防災・危機管理能力が高まり、災害に対する不安が少ないまちになっています。 

●自主防災組織を中心に、地域における自助・共助による防災力が高まっています。 

●浸水被害が軽減され、安全に暮らせるまちになっています。 

＜現状と目標値＞

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

地震や浸水などの防災対策に満足して

いる市民の割合 
74.7％

（Ｈ30） ‐ - 82.2％ - 77.0％ 80.0％

調査未実施だが、近年災害が激

甚化していることもあり、防災

への意識が高まっている。ま

た、毎年の防災訓練等で市民へ

の啓発を行っていることの成

果が一定出ていると考える。 

市民意向調査 

単位施策：（１）防災体制の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

ほっと情報メール登録者数（防災情報） 

3,910 人 5,844人 5,76６人 5,669人 5,３０５人 4,500人 5,000人

登録者数は目標値を上回って

いるものの、前年比で減少する

状態が続いている。これは市の

情報発信媒体がほっと情報メ

ールだけでなく、ＬＩＮＥ、す

ぐーると３種に増えたことも

影響していると考えられる。 

参考までに３媒体を合計した

登録者数は 12,072 人となって

いる。【Ⅰ】 

年度末登録者数 

想定避難者数に対する資材の整備率（食

料） 

98.9％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

食料の備蓄については賞味期

限を確認し更新している。計画

通りの更新を実施しているた

め、整備率 100％を維持できて

いる。【Ⅰ】 

愛知県より想定避難者数が

公表（平成 26 年度）され、

それを基に目標数を設定。

（備蓄数）÷（目標数） 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①防災危機管理体制の充実 【重点】 ①総合防災訓練は、五条川小学校を主会場と

し、業務継続計画対応訓練を同時に実施し、各

所属での課題を抽出し災害フェイズごとの訓

練に取り組んだ。 

①大規模災害が発生した場合、行政だけ

での対応は困難となることから、外部か

らの応援を活用しなければならない。外

部からの応援を受け入れる体制が構築

内容 防災体制を総合的かつ実践的なものに強化するために、関係機関や自主防災組織、事業

所、ボランティア団体等を含めた防災訓練の充実を図ります。また、自主防災組織が実施する

地域合同防災訓練への職員の参加や、業務継続計画（ＢＣＰ）を実効性のあるものにしていくこ



とで、危機管理体制の充実に努めます。 また、主会場や各会館では、アクションカード

を用いた地域住民による避難所設営訓練を行

うなど、新たな試みを行った。市民や関係団体

など 463 人の参加があった。 

地域合同防災訓練については、総合防災訓練の

会場や、天候不良等で中止となった学校を除

く、２つの小学校で実施し、防災意識の向上と

地域住民との連携に努めた。 

【主要施策Ｐ47】 

②災害対応で使用する食料や簡易トイレ、毛

布、要配慮者用トイレ、ペットゲージなどの資

機材を購入し、防災体制の充実に努めた。 

ほっと情報メール（防災情報）の登録者は 5,000

人を超えており、多くの市民への情報伝達手段

として活用できている。 

【主要施策Ｐ47、48】 

③２事業所と新たに協定を締結し、災害時の支

援の充実・確保に努めた。 

【主要施策Ｐ48】 

されていなければ本市の災害対応も滞

ってしまう事から、適切に受け入れがで

きるよう受援計画の策定を進める必要

があり、策定にあたりボランティア支援

本部を設置する社会福祉協議会とも調

整を図る。また、各訓練は災害時の応急

対応が円滑に行えるようになるため必

須なものなので継続して行い、課題等を

抽出し改善していく必要がある。 

②市民へ向けた情報伝達手段について

はＳＮＳの普及に伴い、多様化している

ことから既存の情報伝達手段以外のも

のを研究していく必要がある。 

③災害時に、締結した協定が確実に実行

されるよう総合防災訓練の訓練に組み

込むなど、各事業者と連絡を取り合うと

ともに、新たな事業所等と協定を締結し

支援の充実を図る必要がある。特に災害

時医療に関する協定について検討する

必要がある。 

【令和７年度の重点施策】① 

個別施策：②防災設備等の整備・充実  

内容 ほっと情報メール及び防災行政無線等を活用し、災害情報や被害報告の迅速かつ的確な情

報伝達を図ります。また、災害発生に備え、災害用資機材や備蓄倉庫などの防災設備の整備・

充実を図ります。 

個別施策：③民間事業所等との連携・協力体制の充実 

内容 市内外の事業所と協定を締結し、災害時に必要な物資、支援等の確保に努めます。 

主要事業 

◆岩倉市防災訓練 

◆ほっと情報メール（防災情報）配信 

◆避難所資機材整備事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ａ 
（Ⅰ）

市民評価 Ａ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ａ８人 
・防災対策に満足している市民の割合が上昇していることは良いことであるが、近年、この地方が大き
な災害に見舞われていないことの影響はあるかもしれない。 

単位施策：（２）地域の防災力の強化 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

自主防災組織の訓練・講話等を実施してい

る行政区の割合 
50.0％ 30.0％ 46.0％ 57.0％ 64.3％ 70.0％ 85.0％

自主防災組織の訓練等につい

て、総会で説明を行っているこ

ともあり徐々に増加している。

【Ⅱ】 

訓練・講話等を実施してい

る自主防災会組織の割合 

家庭で災害への備えをしている市民の割

合 
84.6％

（Ｈ30）
- 88.4％ - 89.2％ 90.0％ 95.0％

令和６年の能登半島地震等に

おける市民の危機意識の高ま

りや、防災訓練や防災講話など

の周知啓発により順調に推移

していると考えられる。【Ⅰ】 

市民意向調査、市民アンケ

ート 



取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①防災意識の高揚 【重点】 ①自主防災組織が行う訓練等については、効果

的な訓練になるよう職員が講師を担うなどの

支援を行った。また、医療介護関係や高齢者の

支援団体から依頼を受けて、防災講話を実施

し、市民の危機管理意識の向上や避難場所の周

知を行った。 

防災講習会で能登半島地震へ派遣された職員

による講話、市役所での防災展示、いわくら市

民ふれ愛まつりでの防災啓発コーナーでの備

蓄食料の試食など様々な機会で継続的に啓発

活動を行った。 

【主要施策Ｐ47】 

②自主防災組織が防災用備品等を購入する場

合の補助金である防災対策用備品等整備費補

助金を交付し、地域の防災力向上に寄与するこ

とができた。 

【主要施策Ｐ47】 

③社会福祉協議会と西尾張ブロックボランテ

ィアフェスティバルの開催に合わせて災害ボ

ランティア講座を実施し、災害に対する意識向

上と復興支援のボランティア活動の啓発に努

めた。 

【主要施策記載なし】 

①自主防災組織で実施する防災訓練が、

より効果的な訓練になるよう自主防災

組織とともに取り組んでいく。 

災害に対して一層の危機感を持っても

えらえるよう、近年の自然災害を参考に

情報収集に努め、様々な場で市民に対し

啓発活動を継続していく。 

②避難行動要支援者の個別避難支援計

画の作成が進んでいない地域がある。 

関係課や自主防災組織、民生委員ととも

に作成率の向上に取り組んでいく。 

③災害ボランティア講座への市民参加

はあるもののボランティアコーディネ

ーター養成にはつながっていないため、

関係団体と協力し検討する必要がある。

【令和７年度の重点施策】① 

内容 大規模災害に備え、「自らの身は自らで守る」という市民の防災意識を高めるため、広報紙

やホームページで防災に対する意識啓発を図るとともに、各地区で実施する自主防災訓練及

び防災講話等を通じ、市民の危機管理意識の向上や避難場所の周知徹底を図ります。 

個別施策：②自主防災組織の充実 

内容 市内全域で組織されている自主防災組織の強化を図り、隣近所が助け合って地域を守ると

いう「共助」の意識を高めるため、防災に関する啓発活動や講座開催、自主的な防災訓練や資

機材整備への支援の充実を図ります。また、避難行動要支援者の把握や安否確認に地域全体

で取り組めるよう努めます。 

個別施策：③ボランティアとの連携強化 

内容 災害時に必要な機動性や柔軟性を持つボランティアが円滑に活動できるようにするため

に、社会福祉協議会やボランティア関係団体と連携・協力しながら、ボランティアコーディネー

ターの養成や災害時のボランティアの受入体制づくりなどに努めます。 

主要事業 

◆自主防災組織防災訓練 

◆防災対策用備品等整備費補助事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（２）

Ｂ 
（Ⅰ）

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 

単位施策：（３）浸水対策の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

下水道（雨水）整備計画に基づく雨水調整

池整備進捗率【再掲】 

20.3％ 31.1％ 31.1％ 31.1％ 44.1％ 44.1％ 53.9％

令和４年度から大矢公園にて

調整池の本体工事を開始し、導

水管工事が令和６年度に完了

した。大矢公園に 2,250 ㎥貯留

する調整池を設置したことに

より岩倉駅西地区の大雨によ

る浸水被害が緩和する。【Ⅰ】 

年度末対策済貯留量÷市下

水道対策貯留量 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①雨水対策の充実【「上下水道」の再掲】 【重点】 ①17-(２)-⑤を参照 

②18-(１)-③を参照 

①17-(２)-⑤を参照 

②18-(１)-③を参照 内容 集中豪雨による浸水被害などを防止して市民が安全に暮らせるように、下水道（雨水）整備



計画に基づき雨水調整池の設置を行い、下水道接続時に不用となる浄化槽の雨水貯留槽へ

の転用のＰＲに努め、浸水被害の軽減を図ります。また、県や流域市町などと連携して治水事

業を促進します。 

【令和７年度の重点施策】① 

個別施策：②農業用施設の維持管理・改良等の推進【「農業」の再掲】

内容 農業用水の安定供給や冠水被害を防除し、良好な営農環境の確保と農地の保全・管理を図

るため、用排水路、排水機場など農業用施設の適正管理と老朽施設の改良等に努めます。 

主要事業 

◆雨水調整池設置事業 

◆用排水路改修事業 

◆排水機場整備事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ｂ 
（Ⅱ）

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント
・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 



第5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和6年度実施施策） 

第4章 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち 基本施策26 消防・救急 主担当課 消防本部総務課 責任者 小川 薫 

施策がめざす

将来の姿 

●緊急時に迅速、的確に対応できる消防・救急体制が整備され、安心して暮らせるまちになっています。 

●多くの市民が利用する建物の消防用設備が整った火災に強いまちになっています。 

＜現状と目標値＞

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

消防・救急体制に満足している市民の

割合 
85.9％

（Ｈ30） - - 89.8％ - 88.0％ 90.0％

調査未実施だが、救急救命士等

の継続的な養成と消防施設整

備を図っていることで質の高

いサービス提供ができたため、

割合は高まっていると考える。 

市民意向調査 

単位施策：（１）消防体制の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

防火水槽簡易耐震化施工数 

4基 6基 6基 6基 6基 16基 20 基 

令和３年度、簡易耐震化済み防

火水槽の６基中４基に不具合

が見つかり、施工業者による原

因究明を開始した。その後の調

査結果から全６基の追加工事

が必要となり、修繕の実施及び

不具合の再発がないか検証を

行ったため施工数は増加して

いない。【Ⅲ】 

非耐震性防火水槽の内面に

樹脂製シートを貼り付ける

簡易耐震化の施工数 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①消防力の充実・強化 【重点】 ①愛知県消防学校に 10 名が入校し、各種災害

に的確にかつ迅速に対応できる知識・技術を習

得させ、人材の育成を図った。 

災害対応特殊救急自動車を更新し、消防設備の

充実を図った。 

【主要施策Ｐ216、224】 

②当市を含めた近隣６消防本部による大規模

災害時を想定した合同訓練を実施し、連携・総

合応援体制の一層の強化を図った。 

消防通信指令に関する事務を「尾張中北消防指

令センター」において共同管理、及び執行する

ことにより、複雑多様化する消防需要に広域的

①車両の適切な更新保守及び消防職員

として必要な教育訓練に努めていく。防

火水槽の簡易耐震化が進んでいないこ

とから、施工方法を含め計画の見直しを

検討していく。 

②引き続き県内及び近隣市町の状況を

確認し、研究する。 

名古屋市消防局より指令の共同運用の

提案がされていることから、尾張中北消

防指令センター構成消防本部と協議し

ていく。 

内容 火災や事故などの災害の発生時に迅速・確実に対応するため、消防施設等の整備、装備の

充実に努めます。また、消防に関する専門的かつ高度な知識・技術を習得するために職員の教

育や訓練を充実し、人材の育成を図ります。 

個別施策：②消防の広域化 

内容 増大する消防・救急需要や大規模災害等に適切に対応するため、近隣市町との連携を図る

とともに、スケールメリットを生かした消防体制の充実・強化をめざして、様々な枠組みにおけ

る組織の広域化を検討します。 

個別施策：③消防団の活動支援

内容 地域に密着した消防防災活動を強化するため、施設等の整備や装備の充実、教育訓練等に

より消防団の活動を支援するとともに、常備消防との連携強化を図ります。また、機能別消防



団員や学生消防団活動認証制度の導入について、効果等の研究を進めます。 に対応し、消防事務の高度化による消防力の強

化を図っている。 

【主要施策Ｐ218、219】 

③消防団員の消防技術の向上と士気高揚を図

り、消防活動の進歩充実に寄与することを目的

として、操法大会に出場するため夜間訓練を実

施した。結果は４位入賞した。 

広報紙で消防団の特集を組み、活動及び魅力

を市民に対し発信し、周知を図った。また、機

能別団員が 10 人から 12 人に増員し、消防団組

織の充実強化を図った。機能別団員による大型

量販店での住宅用火災警報器普及啓発活動や

イベント会場での消防団加入促進を実施し、新

団員の加入に繋がった。さらに、機能別団員に

救命講習を実施し、スキルアップを行った。

【主要施策Ｐ216、223】 

③定期的な車両点検により、適切な維持

管理を図っていく。消防団員の定数を満

たすことができず、消防団員の確保が厳

しい状況が続いている。広報紙やホーム

ページ等を通じ、消防団の魅力を継続的

に発信し、消防団員確保に努めていく。

引き続き、行政区及び消防団とも協議

し、有効な対策を検討していく。 

【令和７年度の重点施策】① 

主要事業 

◆防火水槽簡易耐震化事業 

◆消防指令センター共同運用事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（２）

Ｃ 
（Ⅲ）

市民評価 Ｃ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｂ２人、Ｃ６人 
・コメントなし 

単位施策：（２）火災予防の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

予防査察実施件数 

107件 ２３６件 １９１件 ２56件 ２４4件 115 件 130件 

年度当初に定めた方針に基づ

き、計画的に実施することがで

きた。【Ⅰ】 

建物の位置、構造、設備及び

管理の状況について、消防

法に基づき実施する立入検

査の数 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①火災予防の充実 ①防火対象物の予防査察は、未着手であった用

途（公会堂・寺院・事業場等）を主に実施し、

火災発生危険の予防に努めた。 

 火災予防思想の普及啓発について、岩倉市危

険物安全協会の支援を受けて作成した住宅用

火災警報器を象ったアクリルスタンドを飲食

店や事業所の窓口に設置し、ＰＲに努めた。 

 また、少年消防クラブ員が新たに消防観閲式

に参加し、分列行進等により将来の地域防火を

担う人材育成の重要性について広報した。 

【主要施策Ｐ216】 

①予防査察において確知した法令違反

の是正率の向上に一層努める必要があ

る。 

 住宅用火災警報器の設置について、条

例適合率 100％を目指し、継続してＰＲ

するとともに、維持・管理に重点を置い

たＰＲにシフトしていく。 

内容 火災に強い安全安心なまちづくりのため、多くの市民が利用する建物や危険物施設等を管

理する事業所への予防査察を強化し、事業所の防火管理体制の充実を図ります。また、将来に

わたり地域の防火・防災の担い手となる子どもたちに対する防火・防災指導を行うとともに市

民への火災予防の普及啓発を行います。 

主要事業 

◆予防査察 

◆火災予防の普及啓発 庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（２）

Ｂ 
（Ⅰ）



市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 

単位施策：（３）救急体制の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

応急手当・普通救命・上級救命講習参加者

数 

2,176 人 734人 １,808 人 １,９３３人 1,7４９人 2,300人 2,400人

啓発活動を継続しているが、前

年度より応急手当講習会の実

施回数が減少したため参加人

数の減少につながった。要因と

しては各種団体からの依頼が

減少したため。【Ⅳ】 

講習会参加者数 

バイスタンダーＣＰR実施率 

51.3％ 78.0% 63.6％ ６１．１％ 5４．５% 65.0％ 67.0％

救命講習等の参加者にバイス

タンダーＣＰＲについて周知

している。現状値よりは上昇し

ているものの、実施率は減少傾

向にあり、要因として一概に断

定はできないが、高齢化社会に

伴って老老介護で傷病者を動

かすことができず拒否される

事案が多々あることが影響し

ていると思われる。【Ⅱ】 

救急隊が搬送した心肺停止

症例のうち、救急現場に居

わせた人が CPR を実施した

割合 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①救急の高度化 ①救急救命士を１名養成し、認定資格６件（包

括下除細動１件、薬剤投与１件、処置範囲拡大

１件、気管挿管 1 件、ビデオ喉頭鏡気管挿管 1

件、救急業務指導者１件）を取得した。その他、

救急隊員の再教育講習を実施した。 

【主要施策Ｐ222】

②各種行事でのＰＲや全中学２年生、全小学

５年生への救命入門コースの講義等により救

命知識・技術の普及・啓発を図ることができ

た。

また、救命講習会について、ＳＮＳなどを

活用して募集を行い、申込についてはあいち

電子申請届出システムを活用して受け付け

た。 

【主要施策Ｐ217】 

①今後、高齢化に伴う救急件数の増加

や救急業務の高度化への対応のため継

続的な養成と教育を行っていく。 

②救命知識・技術の普及・啓発は、引き

続き各種行事でのＰＲの実施、児童等へ

の救命入門コースの実施、ＳＮＳなどを

活用した募集を行い救命講習会への参

加を促していく。 

【令和７年度の重点施策】② 

内容 救急資機材及び装備を充実するとともに、救急隊員・救急救命士を計画的に養成します。救

急救命士が高度かつ専門的な認定資格を習得し、救急の高度化を図ります。 

個別施策：②救命知識・技術の普及・啓発 【重点】

内容 バイスタンダーＣＰR の実施により救急救命率の向上を図るため、多くの市民が心肺蘇生法

やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取扱いなど、救命知識・技術を習得できるよう応急手当講習

や普通救命講習、上級救命講習への参加を促進します。 

主要事業 

◆救急救命士養成事業 

◆応急手当・普通救命・上級救命講習 庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ｂ 
（Ⅲ）



市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 



第5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和6年度実施施策） 

第4章 環境にやさしい うるおいあふれる安全なまち 基本施策2７ 防犯・交通安全 主担当課 協働安全課 責任者 竹井 鉄次 

施策がめざす

将来の姿 

●市民の防犯意識が高まり、地域の自主的な防犯活動が活発に行われ、犯罪が発生しにくいまちになっています。 

●幼児から高齢者までの交通安全教育が行われ、市民一人ひとりの交通安全意識が高まり、交通事故が少なくなっています。 

●市民が安全で安心して豊かな消費生活を送っています。 

＜現状と目標値＞

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

犯罪発生件数 

365件 247件 269件 318件 325件 365件以下
365件以

下 

安全安心カメラの設置など防

犯対策の環境整備に取り組ん

だことで現状値を下回ってい

ると考える。 

愛知県警が公表する市内で

発生した年間犯罪件数 

交通事故（人身事故）件数 

152件 120件 １７２件 161 件 154件 152件以下
152件以

下 

交通安全教室を実施し、交通安

全意識の高揚を図っており、現

状値のほぼ横ばいであると考

える。 

江南警察署が公表する市内

での年間事故件数 

消費生活センターのことを知っている

市民の割合 33.8％

（R2） 
- ２８．９％ - 25.8％ 50.0％ 55.0％

継続的な周知を図っているが、

幅広い年代への周知が不足し

ているため、現状値を下回って

いると考える。 

市民アンケート 

単位施策：（１）地域防犯体制の強化 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

防犯パトロールなどの取組の支援や防犯

対策に対して満足している市民の割合 76.4％

（Ｈ30）
- ‐ 80.4％ - 78.5％ 80.0％

調査未実施だが、防犯灯や安全

安心カメラを新規に設置し、対

策に取り組んでいるため、増加

を見込む。【Ⅰ】 

市民意向調査 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①地域コミュニティ意識の向上 【重点】 ①警察、子ども・高齢者、学校・地域を代表す

る諸団体で構成する防犯ネットワーク会議に

おいて、各種団体間での意見交換や活動情報を

共有し、犯罪防止に努めている。 

８月に警察と協力して、多発する特殊詐欺にス

ポットをあて、愛知県警察本部防犯活動専門チ

ーム「のぞみ」による特殊詐欺被害防止を訴え

る寸劇を実施し、防犯意識の向上に努めた。 

①地域での防犯教室の開催に関して、実

施方法を検討していく。 

引き続き、各種団体との意見交換や情

報提供、防犯活動を実施していく。 

内容 地域住民相互の協力関係や地域防犯活動が犯罪防止につながることから、地域での防犯教

室の開催や防犯関連情報の提供などを通して、地域コミュニティの重要性や防犯への意識の

向上を図ります。 

個別施策：②地域の自主防犯活動の育成・強化  

内容 地域安全パトロール隊や児童を見守るスクールガードなど各種団体による自主防犯活動の

育成・強化を図るため、防犯活動の支援や犯罪情報の提供等を行っていきます。また、子ども



が危ない目にあった場合に助けを求めるための緊急避難場所としての「こども 110 番の家」

の増設を市民・事業所等の協力を得ながら促進します。 

一つの行政区において、防犯教室を開催し、防

犯意識の向上に努めた。 

【主要施策Ｐ36、37】 

②地域安全パトロール隊や児童を見守るスク

ールガードなど各種団体による自主防犯活動

の育成・強化を図るため、防犯活動の支援や犯

罪情報の提供等を行った。 

地域安全パトロール隊等の協力を得て、年末特

別警戒及び青色防犯パトロール合同出発式を

行い、防犯意識の向上を図った。 

「こども 110 番の家」について周知し、協力

依頼を行った。また、学校とも連携することで、

子どもの緊急避難場所を確保した。 

【主要施策Ｐ36、234】

②各行政区及び地域安全パトロール隊

の担い手、「こども 110 番の家」の確保

が課題である。コミュニティースクール

導入に伴い、地域と連携を強化し、防犯

活動の推進に努めていく。 

【令和７年度の重点施策】① 
主要事業 

◆防犯啓発事業 

◆防犯設備整備費等補助事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（２）

Ｂ 
（Ⅰ）

市民評価 Ｂ 市民評価 

判断理由・コメント
・評価委員のうち Ｂ８人 
・コメントなし 

単位施策：（２）防犯対策の環境整備 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

防犯灯設置数 

3,280基 3,308基 3,315 基 3,324基 3,345基 3,370基 3,445基

毎年一定数新規で整備するこ

とができている。設置基準を満

たす設置要望については、全て

設置している。【Ⅰ】 

年度末の防犯灯総設置基数 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①防犯灯・安全安心カメラの整備 【重点】 ①行政区等からの防犯灯設置要望に基づき令

和６年度は 21 基のＬＥＤ防犯灯を整備した。 

また、安全安心カメラを５台設置し、計 192 台

になった。 

防犯灯の整備及び安全安心カメラの設置によ

り、犯罪の発生しにくい環境づくりに寄与して

いる。 

【主要施策Ｐ37、38、41】 

②ほっと情報メールやホームページにて犯罪

発生状況などの情報提供を行うとともに、広報

紙への定期的な掲載により具体的な犯罪発生

傾向や対策の周知に努めた。 

特殊詐欺対策として、特殊詐欺対策電話機等購

入費補助事業を実施した。 

侵入盗などの犯罪抑止のため、防犯対策費等補

助金交付事業を実施した。 

①引き続き、防犯対策の環境整備とし

て、防犯灯や安全安心カメラの整備を進

める。また、設置についてＰＲしていく

ことで、犯罪の抑止に努める。 

②犯罪発生件数は増加傾向にあったが、

横ばい傾向になりつつある。犯罪の種類

も闇バイトや特殊詐欺（中でもロマンス

詐欺は被害額大きい傾向にある）など変

化しているため、その傾向にあった市民

一人ひとりの防犯意識の向上に努めて

いく。 

不審者情報の情報共有について、学校、

内容 犯罪の発生を抑止して市民を犯罪から守るため、防犯灯や安全安心カメラの整備を進めま

す。また、防犯灯の維持管理は地域との連携を図りながら迅速な対応に努めます。 

個別施策：②犯罪情報等の提供の充実

内容 防犯対策の必要性を啓発し防犯意識の向上を図るため、ほっと情報メールや広報紙、ホー

ムページ等を通じて犯罪発生状況などの情報を提供していきます。また、機会を捉えて個人や

家庭で活用できる防犯物品の周知啓発に努めます。 

主要事業 

◆防犯灯設置事業 

◆安全安心カメラ設置管理事業 
庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ａ 
（Ⅰ）



犯罪防止と啓発のため、市内の犯罪発生場所を

表示した街頭犯罪等抑止マップを市役所１階

に掲示した。 

防犯ネットワーク会議委員と江南警察署と

協力し、岩倉駅周辺の自転車駐車場でチェーン

ロックを配布し自転車のツーロックの喚起に

努めた。 

【主要施策Ｐ36～37】 

保育園との連携強化を図っていく。 

【令和７年度の重点施策】① 

市民評価 Ａ 市民評価 

判断理由・コメント
・評価委員のうち Ａ８人 
・コメントなし 

単位施策：（３）交通安全意識の高揚 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

交通安全教室参加者数 

2,521 人 2,153 人 1,666 人 1,829 人 2,205人 3,700人 3,750人

参加者数は前年比で増加して

いるが、小中学校での交通安全

教室の開催時間数の確保が難

しくなった中、できる範囲で交

通安全教室を実施した。【Ⅳ】 

年間参加者数 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①交通安全教育・交通安全啓発事業の充実 【重点】 ①幼児・園児・小中学生を対象とした交通安全

教室や各種交通安全団体との連携による啓発

活動を行い、園児、児童の交通安全に寄与した。

交通安全推進協議会による街頭指導を実施

し啓発を行った。 

高齢者（75 歳以上）の運転免許証自主返納者

に対し支援を行った。 

交通指導員により岩倉市内の小中学生に対

し交通安全の啓発及び通学時の交通安全に対

する適切な指導を行った。 

【主要施策Ｐ35】 

②通学路における児童の登校・下校時に地域ぐ

るみの見守り活動が行われている。 

毎年多くの人たちにより見守り活動が展開さ

れ、スクールガードは、231 人となっている。

地域のボランティア団体により、児童の交通安

全に寄与した。 

【主要施策Ｐ234】 

①引き続き、幼児・園児・小中学生・高

齢者に対する交通安全教育についての

活動を実施していくとともに、高校生を

対象にした交通安全教育・啓発活動の実

施について検討する。 

②スクールガード登録者数の拡大に向

けた、周知・取組を行っていく。 

【令和７年度の重点施策】① 

内容 幼稚園・認定こども園・保育園での交通安全教室の開催により、幼児の交通安全意識を育て

るとともに、特に自転車による重大な事故を防止するため児童・生徒・高齢者には、より実践

的な交通安全啓発を行います。また、高齢者（75 歳以上）による交通事故を減らすため、運転

免許証の自主返納者に対して支援を行います。さらに、交通安全推進協議会による街頭指導

や各種交通安全団体による啓発活動を支援します。 

個別施策：②地域のボランティア団体による自主活動の育成・支援

内容 交通事故を減らすため、愛知県や警察、警察署管内市町などの機関・団体が協力して様々な

活動を行うとともに、ボランティア団体による交通安全に関する地域活動の育成と支援を促

進します。 

主要事業 

◆交通安全教室 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（２）

Ｃ 
（Ⅳ）



市民評価 Ｃ 市民評価 

判断理由・コメント

・評価委員のうち Ｃ８人 
・コメントなし 

単位施策：（4）交通安全環境の整備 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

改良が必要な主要交差点の安全対策実施

割合（R1.7 調査時点） 

33.3％ 33.3％ 33.3％ 100.0％ 100.0％ 60.0％ 90.0％

実施割合は目標に達している。

【Ⅰ】 

ガードレール等の構造物を

設置し安全対策を実施した

主要交差点数と安全対策が

必要な主要交差点の総数と

の割合 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①交通安全施設の整備 【重点】 ①破損している交通安全施設の適正な維持管

理を行い、区画線の引き直し・交差点のカラー

舗装化を実施し、安全な交通環境を整備するこ

とにより道路の安全性が向上した。 

自転車利用者に配慮した自転車通行空間を

効率的、効果的に整備するための自転車ネット

ワークの形成や鉄道駅や商業施設などを利用

する際に駐輪しやすい環境の整備を行い、健康

的で環境にもやさしく利便性の高い自転車を

より活用できる環境づくりを目指し、岩倉市自

転車活用推進計画を策定した。 

【主要施策Ｐ204、211】 

②自動車の路上駐車・迷惑駐車については、警

察と連携を図りながら啓発活動を行っている。

放置自転車については、適宜撤去等を行い、適

切な環境を維持できた。 

【主要施策Ｐ39】 

①引き続き、交通安全施設の適正な維持

管理に努めるとともに、交通安全対策を

適宜実施していく。 

②引き続き、警察と連携を図りながら啓

発活動を行っていく。 

【令和７年度の重点施策】① 

内容 安全・安心な交通環境を確保するため、交差点等にガードレール、カーブミラーなど交通安

全施設の整備を進めるとともに、適切な維持管理に努めます。また、路面標示による注意喚起

も適宜実施するとともに、通学路を含めカラー化した舗装の傷んだ部分の再舗装も計画的に

実施します。 

個別施策：②違法駐車の防止

内容 警察との連携により、路上駐車・迷惑駐車に対するモラル向上の啓発活動や放置自転車対

策に努めます。 

主要事業 

◆交通安全施設整備事業 

◆放置自転車等対策事業 
庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ａ 
（Ⅰ）

市民評価 Ａ 市民評価 

判断理由・コメント
・評価委員のうち Ａ８人 
・コメントなし 



単位施策：（５）消費者被害対策等の推進 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

消費生活講座受講者数 

106人 74人 １０９人 125人 101 人 200人 240人

コロナ禍の収束による受講者

数の回復が落ち着き、伸び悩ん

でいる。【Ⅳ】 

年間受講者数 

取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①消費者教育の充実 【重点】 ①消費生活モニター協力のもと、相続や防災な

どの身近な生活の問題を意識した消費生活講

座や広報紙、ホームページ等による情報提供を

行った。また、消費者教育の一環として岩倉総

合高校で高校一年生を対象に若年者の消費生

活被害及び消費生活センターの啓発を行った。

【主要施策Ｐ40、197】 

②消費生活相談員の研修への参加や弁護士同

席の相談機会を設けたことで、より高度な相談

に対応できるよう習熟度の向上を図った。ま

た、高齢者や障がい者、子どもなどを支援する

担当部署が集まる消費者安全確保地域協議会

において、事例共有などを通し見守りネットワ

ークの充実を図ることができた。 

【主要施策Ｐ40】 

①引き続き、消費生活講座やイベントを

通じて、市民の消費者意識の向上を図っ

ていく。 

②引き続き、相談員が積極的に研修を受

講できる環境の構築、消費生活センター

及び弁護士相談の利用促進に努める。ま

た、消費者安全確保地域協議会で事例共

有を図り、必要に応じて消費生活センタ

ーを活用してもらえるよう周知してい

く。 

【令和７年度の重点施策】① 

内容 消費生活に関する知識の習得と消費者意識の向上をめざして、関係機関や消費生活モニタ

ーと連携し、消費生活講座やイベントなどの開催のほか、広報紙やホームページなどの活用に

より、相談の多い事例や対処法の情報を提供するとともに、相談機関である消費生活センター

の周知を図ります。また、成年年齢の引き下げに伴い、今まで以上に若者の消費者被害が増え

ることが予想されることから、若年者向けの消費者教育の充実を図ります。 

個別施策：②消費生活に関する相談体制の充実

内容 消費生活センターにおいて、消費者トラブルの早期解決及び専門性の高い相談対応ができ

るよう、消費生活相談員を国や県の実施する研修へ派遣するとともに、弁護士同席の相談機

会を設けます。また、高齢者等の消費者被害を防止するための見守りネットワークの構築を進

めます。 

主要事業 

◆消費生活講座 

◆消費生活センター運営事業 
庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標

（１）

Ｃ 
（Ⅳ）

市民評価 Ｃ 市民評価 

判断理由・コメント
・評価委員のうち Ｃ８人 
・コメントなし 


